
資料１－４

化学的酸素要求量，窒素含有量及びりん含有量に係る

総量規制基準（素案）について

１ 徳島県の総量規制基準に係るＣ値（素案）について

国が定める「業種等の区分」「時期区分」及び「Ｃ値の範囲」に変更がなく，第８次

のＣ値を継続することで削減目標量を達成できる見込みであるため，第８次から据え置

き（変更なし）とする。

資料１－６ 化学的酸素要求量（COD）のC値

資料１－７ 窒素含有量のC値

資料１－８ りん含有量のC値

（参考）

２ 適用する地域

海部郡（美波町赤松地区を除く。）を除いた県内区域

３ 適用する工場・事業場等

１日当たり平均的な排水量が５０ｍ３以上の特定事業場

４ 総量規制基準（排出が許容される汚濁負荷量）の算出式

ＣＯＤ Lc (kg/日） ＝ （Cco・Qco＋Cci・Qci＋Ccj・Qcj）×10－３

窒素 Ln (kg/日） ＝ （Cno・Qno＋Cni・Qni）×10－３

りん Lp (kg/日） ＝ （Cpo・Qpo＋Cpi・Qpi）×10－３

※Ｑは，表１の時期区分の特定排出水の水量（ｍ３ /日）

※Ｃは，Ｑの時期区分ごとの水量に対応して，都府県知事が定める値（濃度：mg/L）

表１ Ｑ（特定排出水の量）の時期区分

時期区分別水量 ＣＯＤ 窒素 りん

S55.6.30以前の水量 Ｑco

S55.7.1～H3.6.30に増加した水量 Ｑci Ｑno Ｑpo

H3.7.1～H14.9.30に増加した水量 Ｑcj

H14.10.1以降に増加した水量 Ｑni Ｑpi


